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林弘法律事務所

山中理司様

情報公開・個人情報保護審査会

理由説明書の送付及び意見書又は資料の提出について（通知）

下記1の諮問事件について，別添のとおり， 当審査会に諮問庁から提出された理由説明

書の写しを送付します。

また，あなたは，下記1の諮問事件について，情報公開・個人情報保護審査会設置法第
11条の規定に基づき， 当審査会に対し，意見書又は資料を提出することができますが，

当審査会において，下記2のとおり提出期限を定めたので，通知します。

記

1 諮問事件

諮問番号：令和3年（行情）諮問第290号

事件名： 「栄典事務の手引（令和2年4月)」の一部開示決定に関する件

2意見書又は資料の提出期限等

①提出期限

令和3年8月18日 （水）

②提出方法

任意の様式により作成した書面を，持参するか，郵送又はファックスで情報公

開・個人情報保護審査会事務局に提出してください。

また，提出された意見書又は資料は，情報公開・個人情報保護審査会設置法第1

3条第1項の規定による送付をし，又は同条第2項の規定による閲覧をさせること

があり得ますので，その適否についてのあなたのお考えを，別紙「提出する意見書

又は資料の取扱いについて」に記入し，意見書又は資料に添付してください。

なお，別紙において，諮問庁に対し，送付をし，又は閲覧をさせることにつき「差
支えがない」旨の回答のあった意見書又は資料については，調査審議の効率化，争

点の明確化等の観点から，特段の事情のない限り，諮問庁に対し，その写しを送付

することとしますので，御了承願います。

連絡先：総務省情報公開・個人情報保護審査会事務局

〒100-0014東京都千代田区永田町1－11-39

永田町合同庁舎

連絡先： 03－5501－2879

ファックス： 03－3502－7350



令和3年（行情）諮問第290号事件
(別紙）

提出する意見書又は資料の取扱いについて

情報公開・個人情報保護審査会御中

令和 年 月 日

(氏名）

この度情報公開・個人情報保護審査会に提出する意見書又は資料を，諮問庁

に対し，情報公開・個人情報保護審査会設置法第13条第1項の規定による送

付をし，又は同条第2項の規定による閲覧をさせることは，

口差支えがない。

口適当ではない。

鵬…
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諮問庁：法務大臣

理由説明書

1 本件審査請求に係る行政処分

本件審査請求に係る行政処分は，法務大臣が，審査請求人からなされた「法務

省関係者に関する叙勲及び褒章の推薦基準が書いてある文書（最新版)」の開示

請求に対し， 「栄典事務の手引（令和2年4月）」 （以下「本件対象文書」という。）

を開示の対象となる行政文書として特定して行った，一部開示決定（以下「原処

分」 という。）である。

この原処分は，本件対象文書には，栄典事務担当者以外には知り得ない情報が

含まれており， これを公にした場合，外部からの不当な干渉を受けるなどして栄

典事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから， 当該部分について，

「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」 （以下「法」 という。）第5条

第6号柱書きにいう 「国の機関…が行う事務･･･に関する情報であって，公にする

ことにより…当該事務…の性質上…当該事務…の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがあるもの」に該当するものとして，不開示としたものである。

2審査請求人の主張について

（1） 審査請求人は， 「裁判所関係者及び弁護士に対する叙勲の相場はインターネ

ットで公表されていることからすれば，不開示部分の全部が法5条6号に該当

するとはいえない」 と主張して，原処分の取消しを求めている。

（2） なお，審査請求人は， 「裁判所関係者及び弁護士に対する叙勲の相場がイン

ターネットで公開されている」ことを疎明するものとして， 「弁護士山中理司

のブログ」なるウェブサイト （以下「引用ブログ」 という。）を印字した書面

を引用し，審査請求書に添付している。

この引用ブログは，審査請求人が開設・管理しているものと考えられるとこ

ろ， 「第2裁判所関係者に対する叙勲の相場」なる項目が設けられ， 「平成1

5年秋の叙勲以降,①最高裁判所長官経験者に対しては桐花大綬章が授与され，

②最高裁判所判事経験者に対しては旭日大綬章が授与されています｡」 「高裁

長官を経験した後，公害等調整委員会会長又は情報公開・個人情報保護審査会

会長を経験した場合，瑞宝大綬章又は瑞宝重光章が授与されます。なお，叙勲

の実例はまだありませんが，人事院総裁及び国家公務員倫理審査会会長につい

ても同様であると思います｡」などとの記載がある。

また， 引用ブログには， 「第3 弁護士に対する叙勲の相場」なる項目が設

けられ， 「弁護士の場合，①日弁連会長経験者に対しては旭日重光章が授与さ

れ，②日弁連副会長経験者に対しては旭日中綬章が授与され，③日弁連事務総

長， 日弁連常務理事， 日弁連理事又は司法研修所弁護教官の経験者に対しては
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旭日小綬章が授与されています｡」などとの記載があるほか， 「『一件落着、再

び私の日弁連事務総長物語』 （筆者は稲田寛弁護士) 142頁及び143頁には以

下の記載があります｡」 との記載の後，前記稲田氏の著書からの引用と思われ

る文章が記載されている。

審査請求人は， こうした引用ブログにおける記載を理由として，原処分の取

消しを主張しているものと解される。

3本件一部開示決定の妥当性について

（1） 原処分に関する制度の概要等

ア栄典制度の概要

栄典とは，国家や社会への永年の功労，あるいは社会の各分野における優

れた行いに対して国家が個人又は団体を顕彰する制度である。

そして， 日本国憲法において，栄典の授与は，内閣の助言と承認により天

皇が国民のために行う国事行為の一つとされている（第7条第7号)。

栄典には， 「叙勲」 「褒章」等があり，叙勲が生涯にわたる国家や社会に

対する功績を総合的に評価して行われるものであるのに対し，褒章は特定の

分野についての功労や徳行の優れた者を表彰するものである。

「叙勲」 「褒章」等の具体的な栄典の種類は，明治憲法施行前又は明治憲

法施行下で制定された太政官布告，勅令等で定められており， 。'これらの法

令は，現在，政令と同一の効力を有している。

なお，現行の叙勲制度及び褒章制度は，政府において， 21世紀を迎え，社

会情勢の変化に対応したものとするため栄典制度の見直しを行い（｢栄典制

度の改革について」 （平成14年8月7日閣議決定，以下「平成14年栄典制度

改革閣議決定」という｡))， 「勲章の授与基準」 （平成15年5月20日閣議決定，

以下「平成15年基準」 という｡）及び「褒章受章者の選考手続について」 （平

成15年5月20日閣議了解，以下「褒章閣議了解」 という。）の下，平成15年

秋の叙勲及び褒章から実施されているものである。

イ叙勲及び褒章の内容

（ｱ）叙勲について

○勲章を授与する叙勲には，①春秋叙勲，②危険業務従事者叙勲，③高

齢者叙勲，④死亡叙勲及び⑤外国人叙勲などがある。

○春秋叙勲は,生存している各界の功労者に勲章を授与するものであり，

昭和21年5月3日の閣議決定により一時停止されていたが，昭和38年7

月12日の閣議決定により再開されることとなり，昭和39年4月29日に再

開後の第1回叙勲が行われて以降，現在まで，春秋叙勲として毎年2回

（春は4月29日付け，秋は11月3日付け）行われている（なお，昭和38

*1勲章については，勲章制定ノ件（明治8年太政官布告第54号）等が，褒章につ

いては，褒章条例（明治14年太政官布告第63号）が，それぞれ定められている。
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年の前記閣議決定により，それまでの叙勲制度が官吏及び軍人中心のも

のであったのに対し，国民の各界各層を対象とする叙勲制度に改められ

た｡)。

春秋叙勲の候補者の選考は， 「勲章及び文化勲章各受章者の選考手続

について」 （昭和53年6月20日閣議了解，以下「昭和53年閣議了解」 と

いう。）に基づいて行われている。

○危険業務従事者叙勲は，春秋叙勲とは別に，警察官， 自衛官等の著し

く危険性の高い業務に精励した者に対する叙勲で， 「危険業務従事者叙

勲受章者の選考手続について」 （平成15年5月16日閣議了解，以下「危

険業務従事者叙勲閣議了解」 という。）に基づき，平成15年11月から開

始された。

危険業務従事者叙勲の候補者の選考は，危険業務従事者叙勲閣議了解

に基づいて行われている。

○高齢者叙勲は，春秋叙勲によって勲章を授与されていない功労者に対

し，年齢88歳に達した機会に勲章を授与するものであり，昭和48年6月

以降，毎月1日付けで発令されている。

○死亡叙勲は，勲章の授与の対象となるべき者が死亡した場合に，春秋

叙勲と別に随時勲章を授与するものである。

○外国人叙勲は，国賓等の来日や駐日外交官の離任に際して実施する儀

礼的色彩の濃い叙勲と，我が国との友好の増進等について顕著な功労の

あった外国人に対して実施する叙勲とに分けられ，いずれの場合も，外

務大臣からの推薦に基づき行われている。

(ｲ）褒章について

○褒章には，①春秋褒章，②紺綬褒章及び③遺族追賞がある。

○春秋褒章には

・ 自己の危難を顧みず人命の救助に尽力した者を対象とする「紅綬褒

章」

・ ボランティア活動に従事し顕著な実績を挙げた者を対象とする「緑

綬褒章」

・ 農業，商業，工業等の業務に精励し他の模範となるような技術や事

績を有する者を対象とする「黄綬褒章」

・ 科学技術分野における発明・発見や，学術及びスポーツ・芸術文化

分野における優れた業績を挙げた者を対象とする「紫綬褒章」

・ 会社経営，各種団体での活動等を通じて，産業の振興，社会福祉の

増進等に優れた業績を挙げた者又は国や地方公共団体から依頼されて

行われる公共の事務（保護司，民生・児童委員，調停委員等の事務）

に尽力した者を対象とする「藍綬褒章」

があり，それぞれ，春秋叙勲同日に授与される。

春秋褒章の候補者の選考は，褒章閣議了解に基づいて行われている。

○紺綬褒章は，公益のため私財（個人は500万円以上，団体は1000万円
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以上）を寄附した者を対象に授与されるもので，表彰されるべき事績の

生じた都度，各府省等の推薦に基づく審査が行われ，授与されるもので

ある。

○遺族追賞は，褒章条例により表彰されるべき者が死亡した場合に，そ

の遺族に杯又は褒状を授与することにより，追賞するものである。

叙位について

○叙位は,国家・公共に対して功績があった者に位を授与するものである。

○現行の叙位制度は， ［位階令」 （大正15年10月21日勅令第325号）による

ものであり，在職中，退職後のいかんを問わず，死没者に対してのみ行わ

れている。

叙勲候補者及び褒章候補者の選考

(ｱ）叙勲候補者の選考 裂

○毎年の春秋叙勲の受章者の選考は，昭和53年閣議了解及び同閣議了解

ウ

エ

に基づく内閣総理大臣決定「春秋叙勲候補者推薦要綱」 （平成15年5月

16日内閣総理大臣決定，以下「推薦要綱」 という｡）により

①毎回おおむね4,000名を受章予定者とすることを前提に

②衆議院議長，参議院議長，国立国会図書館長，最高裁判所長官，内

閣総理大臣，各省大臣，会計検査院長，人事院総裁，宮内庁長官及び

内閣府に置かれる外局の長（以下「各省各庁の長」 という。）並びに

都道府県知事が，候補者をそれぞれ内閣総理大臣に推薦する

③ 「春秋叙勲の候補者としてふさわしい者の一般推薦要綱」 （平成15

年5月16日内閣総理大臣決定，以下「一般推薦要綱」 という。）に基

づき，内閣総理大臣が，春秋叙勲候補者としてふさわしい者の一般か

らの推薦を受け付けるとともに， 当該要綱に基づき，各省各庁の長又

は各都道府県知事と春秋叙勲候補者としての推薦の可否を調整する

④各省各庁の長又は各都道府県知事が，③の調整を終えた春秋叙勲候

補者を内閣総理大臣に推薦する

⑤内閣総理大臣が，前記②及び④により推薦された候補者について審

査を行い，勲章の授与について閣議決定を求める

という手続を踏んで進められる。

この選考手続は，事務的にふえんすると

・ 各省庁（各省各庁の長）が，所管分野ごとに候補者を内閣府（内閣

総理大臣）に推薦し

・ 栄典に関する事務を所掌する内閣府賞勲局が，推薦された候補者に

ついて，推薦省庁と協議しつつ， また，複数の分野にわたる功績を有

する候補者について他の関係省庁とも調整しつつ，審査を行い，受章

候補者をとりまとめる

・ 内閣府賞勲局がとりまとめた受章候補者の原案が，内閣官房長官が

主宰する叙勲等審査会議の議を経て，内閣総理大臣の了承の後，閣議

決定される
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という手順で行われる。

なお，時代の変化に対応した栄典の授与に関する有識者懇談会の提言

を踏まえ，政府は，平成28年9月16日に，平成29年春から5年程度の栄

典授与の重点方針として「栄典授与の中期重点方針」 （以下「重点方針」

という。）を閣議了解している。

そのため，各省各庁の長は，重点方針をも踏まえて，内閣総理大臣に

春秋叙勲候補者を推薦等している。

○危険業務従事者叙勲受章者の選考は，危険業務従事者叙勲閣議了解に

基づいて実施されており

①毎回おおむね3,600名を受章予定者とすることを前提に

②総務大臣，法務大臣，厚生労働大臣，農林水産大臣，国士交通大臣，

防衛大臣及び国家公安委員会委員長が，著しく危険性の高い業務に精

励した者のうちから，国家又は公共に対する功労のある55歳以上の者

を選考し，内閣総理大臣に推薦する

③内閣総理大臣が，前記②により推薦された候補者について審査を行

い，勲章の授与について閣議決定を求める

という手続を踏んで進められる。

（ｲ）褒章候補者の選考

春秋褒章の褒章受章者の選考は，前記イ(ｲ)のとおり，褒章閣議了解に

基づいて行われており

①毎回おおむね800名を受章予定者とすることを前提に

②各省各庁の長が，候補者を内閣総理大臣に推薦し

③内閣総理大臣が，推薦された候補者について審査を行い，褒章の授与

についての閣議決定を求める

という手続を踏んで進められる。

（ｳ）叙位候補者の審査

叙位の授与候補者の審査は，前記ウのとおり，位階令に基づいて行われ

ており

① 「国家二勲功アリ又ハ表彰スヘキ効績アル者（位階令第二条第一号)」

について

②各省各庁の長が，候補者を内閣総理大臣に推薦し

③内閣総理大臣が，推薦された候補者について審査を行い，叙位の授与

についての閣議決定を求める

という手続を踏んで進められる。

(2) 原処分に係る不開示部分が法第5条第6号柱書きの不開示情報に該当するこ

と

ア本件対象文書の位置付け等

（ｱ）叙勲は，生涯にわたる国家や社会に対する功績を総合的に評価して行わ

れるものであり，叙勲に当たっての功績の評価については，平成15年基準

に基づき，候補者の功績全体について,個別具体的かつ総合的に行われる。
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各省各庁の長の一人である法務大臣は， これを前提に， また重点方針を

踏まえ，多くの候補者の中から功績内容等を精査し，真に功績顕著な候補

者のみを内閣総理大臣に推薦している。

(ｲ）また，褒章は，一定の分野における功労や徳行の優れた者を表彰するた

めに授与されるものであるところ，年齢にとらわれることなく速やかに顕

彰することを基本とし（平成14年栄典制度改革閣議決定)，個別具体的な

事績・行いに対して行われるものである。

各省各庁の長の一人である法務大臣は， これを前提に， また重点方針を

踏まえ，多くの候補者の中からその事績・行いを精査し，真に事績・行い

が優れた者のみを内閣総理大臣に推薦している。

(ｳ）もっとも，各省各庁の長からの推薦に関して，天皇陛下に栄典授与の助

言・承認を行う内閣は，前記(1)ウのとおり

・ 叙勲については，推薦要綱一般推薦要綱，危険業務従事者叙勲閣議

了解及び重点方針等によることとし

・ 褒章については，褒章閣議了解及び重点方針によることとする

以上に，推薦基準等を定めてはいない。

もとより，叙勲は，別に定める場合を除き，平成15年基準に従って授与

されるから，叙勲候補者の推薦に当たっては，同基準をも念頭に行うこと

となる（推薦に当たって行われる各省各庁と内閣府賞勲局の協議等も，平

成15年基準を念頭に置いて行われる｡)。その意味で，平成15年基準もま

た，叙勲候補者の推薦対象を選別する機能を有しているといえる。

しかしながら，内閣は，各省各庁の長による推薦について， これら以上

に詳細な目安・基準等を示してはいないし， これを設けるよう求めてもい

ない。

これは，そもそも，①栄典の授与は，国民の権利を侵害し，あるいは国

民に義務を課すものではないため,必ずしも法律事項とする必要がなく（宮

沢俊義＝岩倉規夫＝山内一夫「栄典制度について」ジュリスト288号16か

ら17ページ〔山内一夫発言〕参照)，②内閣は，栄典の授与の助言と承認

に関して，ある国民に栄典を授与するか否か， どのような栄典を授与する

か否かについて裁量を有し（小谷宏三「栄典制度の諸問題一」 〔平成法

政研究第7巻第2号14ページ参照〕），③栄典の授与が，不利益処分とし

てなされるものではないことはもとより， 申請に対する処分（行政手続法

第2条第4号） としてなされるものでもない以上，審査基準を定めたり，

これを公にする義務を負わない（同法第2条第8号ロ，第5条参照）こと

によると解される。

したがって，各省各庁の長は， 内閣が定めた推薦要綱等のみによって，

個別具体的な叙勲候補者及び褒章候補者を推薦することも可能である。

もっとも，各回における春秋叙勲受章予定者，危険業務従事者叙勲受章

予定者及び褒章受章予定者の合計数は8,400名に上り， これに伴う法務大

臣と内閣府賞勲局との協議等に係る事務（栄典事務）に要するコストも膨
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大なものとなる。

そこで，栄典事務について法務省内のとりまとめに当たる法務省大臣官

房人事課は，栄典事務に関わる法務省内の各職員が，その職務の遂行に当

たり最大の能率を発揮し，同事務を円滑に遂行できるよう，執務参考資料

として，推薦要綱等を踏まえた叙勲・褒章の推薦基準，及びそれを前提と

した法務省内の事務手続等を記載した本件対象文書を作成している。

本件対象文書に記載された情報の開示・不開示を決するに当たっては，

このような経緯で本件対象文書が作成されたことを考慮する必要がある。

(工）また，平成15年基準，推薦要綱一般推薦要綱，危険業務従事者叙勲閣

議了解及び褒章閣議了解（以下， これらを適宜「平成15年基準等」 と総称

する｡）は，平成14年栄典制度改革閣議決定を受けて定められたものであ

るところ，同閣議決定を受けてなお，叙勲及び褒章の選考に関して公にさ

れたのがこれらであることもまた，本件対象文書に記載された情報の開示

・不開示を決するに当たり考慮されなければならない事柄である。

すなわち，平成14年栄典制度改革閣議決定は，政府における栄典制度の

在り方の検討に資するため内閣総理大臣が開催した「栄典制度の在り方に

関する懇談会」 （以下「懇談会」 という。）により作成された「栄典制度

の在り方に関する懇談会報告書」 （以下「懇談会報告書」 という。）の趣

旨等を踏まえ,栄典制度の改革を図るものとして,決定されたものである。

そして，懇談会報告書の提示に先立ち，懇談会では，栄典制度に係る基

準等の情報公開の在り方についても議論がなされていた（諮問書別紙「6

添付書類」 「⑥その他参考資料」シ及びス参照)。

こうした議論の後作成された懇談会報告書の趣旨等を踏まえ，平成14年

栄典制度改革閣議決定がなされ，同決定に基づいて栄典制度の改革を図る

ものとして，平成15年基準，推薦要綱，一般推薦要綱，危険業務従事者叙

勲閣議了解及び褒章閣議了解がなされ， これら及び重点方針により，叙勲

候補者及び褒章候補者の推薦・選考手続について，広く国民に周知すると

ころが明らかとなったことに照らせば，平成15年基準等及び重点方針にあ

るところを超えて，各省各庁の長による推薦基準等を明らかにすることに

は，基本的に，適正な栄典事務の遂行に支障を及ぼす具体的なおそれ（法

第5条第6号柱書き）が認められるというべきである。

不開示部分が法第5条第6号柱書きの不開示情報に該当すること

その上で，

）原処分に係る不開示部分には，叙勲に関する推薦基準・擬叙の目安・擬

イ

(ｱ）原処分に係る不開示部分には，叙勲に関する推薦基準・擬叙の目安・擬

叙基準等（以下「推薦基準等」 という。）に関する情報が記載されている

ところ， これらの情報を公にすることにより，国民から，勲章の擬叙は，
候補者の功績全体の個別具体的・総合的な評価によってではなく，推薦基

準等に係る情報のみによって機械的に決定されているとの憶測をもたれる

おそれがある。

また，推薦基準等に関する情報を公にすることにより，本件対象文書に
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記載されている者と同様の経歴等がある者には，同様の勲章が授与される

との憶測をもたれるおそれもある。

そして， これらの憶測をもたれた結果，法務大臣から内閣総理大臣に推

薦する候補者を決するに当たり，外部から不当な干渉を受け，真に功績あ

る候補者の推薦が妨げられるおそれもある。

また，推薦基準を満たした者が受章に至らなかった場合，受章に至らな

かった理由等に関する様々な憶測を招き，受章に至らなかった者の権利利

益を害することにつながるとともに，推薦手続の信頼性や的確性等に疑念

を生じさせ，外部からの不当な干渉を招くおそれもある。

さらに，原処分に係る不開示部分には，推薦基準等を前提とした，推薦

に係る具体的な事務手続に係る情報（各事務を実施する担当部局等） も記

載されているところ， これが公になれば，推薦基準等に関する情報を公に

することと相まって，外部からの不当な干渉が特定の時期・部局に集中し

て行われ，栄典事務の円滑な遂行に多大な支障を及ぼすおそれもある。

以上のとおり，推薦基準等に関する情報は，これを公にすることにより，

栄典事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものである。

(ｲ）原処分に係る不開示部分には，褒章の推薦基準及び推薦に係る事務手続

等も記載されている。

そして,褒章の推薦基準に関する情報を公にすることにより，国民から，

褒章の授与は,候補者の事績・行いの個別具体的な評価によってではなく，

推薦基準に係る情報のみによって機械的に決定されているとの憶測をもた

れるおそれがある。

また，褒章の推薦基準に関する情報を公にすることにより，本件対象文

書に記載されている者と同様の経歴等がある者には， 同様の褒章が授与さ

れるとの憶測をもたれるおそれもある。

さらに， これらの憶測をもたれた結果，法務大臣から内閣総理大臣に推

薦する候補者を決するに当たり，外部から不当な干渉を受け，真に功績あ

る候補者の推薦が妨げられるおそれもある。

加えて，原処分に係る不開示部分のうち，褒章候補者の推薦に係る具体

的な事務手続に係る情報（各事務を実施する担当部局等）が公になれば，

褒章の推薦基準に関する情報を公にすることと相まって，外部からの不当

な干渉が特定の時期・部局に集中して行われ，栄典事務の円滑な遂行に多

大な支障を及ぼすおそれもある。

このように，本件対象文書のうち，褒章に関する不開示部分には， これ

を公にすることにより，栄典事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあ

る情報が記載されている。

(ｳ）原処分に係る不開示部分には，叙位の擬叙基準及び事務手続等も記載さ

れている。

候補者の推薦は，生涯にわたる国家・公共に対する功績を総合的に評価

して行われ，叙勲・褒章と同様に，個別具体的かつ総合的に行われるもの
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である。

したがって，叙位の基準に関する情報を公にすることにより，国民から，

位の授与は，候補者の功績全体の個別具体的・総合的な評価によってでは

なく，基準に係る情報のみによって機械的に決定されているとの憶測をも

たれるおそれがある。

また，基準に関する情報を公にすることにより，本件対象文書に記載さ

れている者と同様の経歴等がある者には， 同様の位が授与されるとの憶測

をもたれるおそれもある。

さらに，それらの憶測をもたれた結果，法務大臣から内閣総理大臣に上

申する候補者を決するに当たり，外部からの不当な干渉を受け，真に功績

ある候補者の推薦が妨げられるおそれもある。

加えて，原処分に係る不開示部分のうち，叙位に関する具体的な事務手

続に係る情報（各事務を実施する担当部局等）が公になれば，外部からの

不当な干渉が特定の部局に集中して行われ，栄典事務の円滑な遂行に多大

な支障を及ぼすおそれもある。

このように，本件対象文書のうち，叙位に関する不開示部分には， これ

を公にすることにより，栄典事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあ

る情報が記栽されている。
(工）以上のとおり，原処分に係る不開示部分は，法第5条第6号柱書きにい

う 「国の機関…が行う事務…に関する情報であって,公にすることにより

…当該事務･･･の性質上…当該事務…の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが

あるもの」に該当する。

原処分に係る審査請求人の主張について

審査請求人は，裁判所関係者及び弁護士に対する叙勲の相場はインターネ

ットで公表されている旨主張する。

しかしながら， これは，引用ブログの開設者又は管理者である一個人（当

該者は審査請求人であると考えられる｡）が，過去に受章した一部の者の主

要経歴を基にした一個人の見解を相場として示していることに依拠した主張

にすぎず， これをもって，法務省関係者に対する推薦基準を開示すべきとの

理由は当たらない。

また， これを差し引いて， 引用ブログに，最高裁判所人事局長通達等と思

われる文書等の電子データが掲載されていることを考慮しても，審査請求人

の主張は失当であり， 当たらない。

すなわち，前記(1)ウのとおり，内閣総理大臣に対する叙勲候補者及び褒章

候補者の推薦は，各省各庁の長等が，その所管分野ごとに行うこととされて

おり， 「最高裁判所が推薦する者に係る行政文書」及び「日本弁護士連合会

が最高裁判所を通じて推薦する者に係る行政文書」 （の一部）が開示されて

いることをもって，それらと所管・手続を異にする法務大臣の推薦に係る推

薦基準等を公にしなければならないことにはならない。

(3)

ア

イ

ウ
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『

4結論

以上のとおり，原処分は妥当であり，審査請求人の主張には理由がないことか

ら，本件審査請求は， これを棄却することが妥当である。

L

『段
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